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ICLSインストラクター認定更新料について

各更新要件を満たしたICLS コースのコースディレクター、インストラクターの方々
日本救急医学会会員、非会員を問わない

更新料未納
（ロックがかかる）

認定資格 不利益内容

ディレクター
 コース申請入力および結果登録が行えなくなる。
 申請できていたコースも結果登録できなくなる可能性がある。

インストラクター
 指導者登録が行えなくなり実績が残せなくなる。
 認定インストラクターとして活動が出来ない。

JMECCへの
影響

認定資格 不利益内容

ディレクター
 コース申請入力および結果登録が行えなくなる。
 インストラクターの状況によってはコース不成立の可能性がある。

インストラクター
 指導者登録が行えなくなり実績が残せなくなる。
 JMECCインストラクターとして活動が出来ない。

対
象



更新確認手順とJMECC参加前確認事項

① インストラクター：ICLSシステムで支払いの手続きをする。

② ディレクター：参加される指導者（ICLSインストラクター・JMECCインストラクター）へ
       ICLSのシステムにログインし、処理選択メニューを確認する旨を伝える。
       ※ディレクターの権限では他の登録者状況を確認できません



更新料未納による不利益

更新料未納につき、ロック画面に移行した際の不利益として、インストラクターは指導者登録が行えなくなり、

実績が残せなくなります（ロック中は、認定インストラクターとして活動ができない）ため、

お手数おかけいたしますが、指導者（有資格者）への事前確認の徹底をお願いいたします。
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